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秘密保持契約書
サイエンスエックス株式会社（以下「甲」という）と●●（以下「乙」という）は、系統用蓄電池事業に関する案件情報の検討（以下「本目的」という）のために相互に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約（以下「本契約」という）を締結する。
第1条（秘密情報の定義）
1. 本契約において「秘密情報」とは、甲または乙が本目的に関連して相手方に開示する技術上・営業上その他事業上の情報であって、（i）開示時に秘密である旨を明示したもの、または（ii）口頭・視覚的手段で開示後14日以内に書面（電磁的記録を含む。以下同じ）で秘密である旨が通知されたものをいう。
2. ただし、（i）開示時に既に公知、（ii）受領者の責めによらず公知となった、（iii）開示時に受領者が適法に保有していた、（iv）正当な権限ある第三者から秘密保持義務を負わず適法に取得した、または（v）秘密情報によらず独自に開発した情報は、秘密情報から除外する。
第2条（秘密保持義務）
1. 甲および乙は、相手方の秘密情報を善管注意義務をもって管理し、本目的以外に使用せず、また本目的に必要な範囲を超えて複製しない。
2. 甲および乙は、相手方の事前の書面承諾なく秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、本目的の遂行に必要な範囲で、自己の役員・従業員および外部顧問（以下「関係者」という）に対し、本契約と同等以上の秘密保持義務を課したうえで開示することができる。
3. 法令、行政機関または裁判所の命令により開示を求められた場合は、必要最小限の範囲で開示できる。可能な限り事前に相手方に通知する。
第3条（返還・廃棄）
本契約終了時または相手方の要求があったとき、甲および乙は秘密情報（複製を含む）を速やかに返還または廃棄する。廃棄した場合は、相手方の請求に応じ廃棄証明書を交付する。
第4条（知的財産権）
本契約に基づく秘密情報の開示は、当該情報に関する知的財産権の移転、実施許諾その他いかなる権利の付与も意味しない。
第5条（有効期間）
本契約の有効期間は締結日から1年とし、期間満了の1ヵ月前までに甲乙いずれかの書面による終了の意思表示がない限り、同一条件にて1年ずつ自動延長される。ただし、第1条から第4条までの規定は、当該秘密情報を受領した日から3年間有効に存続する。
第6条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、自らが反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他これに準ずるもの）に該当しないことを表明し保証する。違反した場合、相手方は何らの催告なく本契約を解除することができる。
第7条（一般条項）
1. 本契約違反により相手方に損害を与えた場合は、相当因果関係の範囲内で損害を賠償する。本契約に関連して発生する費用は各自が負担する。
2. 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3. 本契約に定めなき事項または条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議のうえ解決する。
第8条（電子契約）
本契約は電磁的記録により作成し、甲乙は電子契約サービス上で電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に定める電子署名）を行うものとする。本契約は、甲乙双方の電子署名が完了した日（以下「契約締結日」という）をもって成立し、効力を生ずる。甲乙は、当該電磁的記録を各自保管する。
本契約の成立を証するため、本契約書の電磁的記録を作成し、甲乙が電子署名を行う。
	【甲】
	【乙】

	住所：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2
　　　 BIZMARKS日本橋茅場町801
会社名：サイエンスエックス株式会社
代表者名：代表取締役 中島 晋也
電子署名：（電子契約サービス上で署名）
	住所：

会社名：
代表者名：
電子署名：（電子契約サービス上で署名）
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